
 

 

令和２年度 狛江市総合防災訓練について 

 

１ 趣旨 

  今年度の狛江市総合防災訓練は、重点項目を「避難所運営体制と情報通信体制

の強化」とし、感染症対策を考慮した避難所開設訓練、建物安全確認訓練、災対

本部機能維持訓練、情報通信訓練及び福祉避難所開設訓練を実施する。 

 

２ 実施日時 

 ⑴ 総合防災訓練 

令和２年 11月 29日（日）８時 30分から 12時 00分まで（予定） 

 ⑵ 福祉避難所開設訓練 

令和２年 11月 18日（水）９時 00分から 11時 00分まで（予定） 

 

３ 実施場所 

 ⑴ 各指定避難所（狛江高校除く） 

 ⑵ 市役所本庁舎及び防災センター 

 ⑶ 福祉避難所（社会福祉法人巣立ち会シンフォニー） 

  

４ 実施機関 

  狛江市、避難所運営協議会、各避難所施設管理者 

 

５ 実施項目及び概要（別紙参照） 

 ⑴ 建物安全確認訓練 

   震災時に市内避難所の安全を早期に確認し、円滑な避難所の開設につなげる

ため、各避難所初動要員、教育部避難所担当職員、避難所運営協議会及び施設

管理者による緊急・応急的な建物の安全確認訓練を実施する。 

なお、本訓練に際しては、施設課職員により初動要員及び避難所担当職員に

対し事前教養を実施する。 

 ⑵ 感染症対策を考慮した避難所開設訓練 

各避難所初動要員、教育部避難所担当職員、避難所運営協議会及び施設管理

者による感染症対策を考慮した避難所開設訓練を実施する。 

避難所ごとに受付での検温・問診や一般避難者スペース、発熱者等専用スペ

ースを設置する訓練を実施する。 

また、本訓練を実施する避難所から１ヶ所を指定し、福祉保健部職員による

福祉避難スペース設置訓練を実施する。 

  

令和２年 10 月 27 日 

庁 議 資 料 



 

  

⑶ 災対本部機能維持訓練 

大規模地震発生時に市役所本庁舎が被害を受け、各災対部の機能維持が困難

となる状況を想定し、一部機能を防災センターへ移転し、災害対応業務を継続

できるよう、機能維持訓練を実施する。 

なお、今回の訓練では情報通信訓練とあわせ、災対教育部のみで実施する。 

 ⑷ 情報通信訓練 

避難所から災対教育部へ事務端末(ガルーン)やラインワークスなどの各通

信手段を活用した通信訓練を行い、その情報を収集・整理し、重要な情報を安

心安全課へ共有する訓練を実施する。 

また、今年度整備予定のＳＩＭフリー端末の有効性もあわせて確認する。 

 ⑸ 福祉避難所開設訓練 

   都内で初の市域外の福祉避難所として指定された、社会福祉法人巣立ち会シ

ンフォニーの職員との合同により、震災発生後の福祉避難所開設までのやり取

りの訓練を、実際に使用する予定の書類等を用いて実施する。 

 

６ 職員の任務について 

  別表のとおり 

 

７ その他 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、市民を動員する避難訓練や関係機

関による広報展示は実施しない。 

  



 

別表 

 

 

職員の任務について 

 

任 務 参加者（部）等 会 場 

建物安全確認訓練 

各避難所初動要員 

教育部避難所担当職員 

総務部(安心安全課・施設課) 

教育部(災対本部機能維持訓

練及び情報通信訓練実施者) 

福祉保健部(福祉避難スペー

ス設置訓練実施者) 

各指定避難所 

(狛江高校を除

く) 

市役所本庁舎 

防災センター 

避難所開設訓練 

災対本部機能維持訓練 

情報通信訓練 

福祉避難スペース設置訓練 

福祉避難所開設訓練 福祉保健部 

社会福祉法人 

巣立ち会シンフ

ォニー 

記録（写真撮影等） 企画財政部 各会場 

  



令 和 ２ 年 度 狛 江 市 総 合 防 災 訓 練
安 心 安 全 課

重点項目「避難所運営体制と情報通信体制の強化」
◆ 各避難所の建物安全確認訓練

◆ 感染症対策を考慮した避難所一斉開設訓練

◆ 本庁舎被災時の災対本部機能維持訓練

◆ 各避難所と市役所本庁舎との情報通信訓練

◆ 福祉避難所開設訓練（※11月18日(水)９:00～11:00 於：シンフォニー）

訓練の概要 スケジュール

建物安全
確認訓練

8:30 10:45 12:00

訓練終了 撤収完了避難所開設
訓練開始

9:15

＜情報通信訓練＞

訓練イメージ

避難所開設訓練の前に、建物の安全を確認する訓練
を実施する。
本訓練に際しては、避難所担当職員に対し事前教養

を実施し、チェック項目等をレクチャーする。

東京都のガイドラインに基づき、狛江市内避難所の
感染症対策マニュアルを整備したことから、本マニュ
アルに沿った避難所開設訓練を実施する。
１ヶ所の避難所においては、福祉避難スペース設置

訓練をあわせて実施する。

各避難所と市役所本庁舎間において、各通信手段を
活用した情報通信訓練を実施する。 本庁舎が被災し、各災対部の活動が困難となった場

合に、災害対応に必要な機能を防災センターに移転す
る訓練を実施する。
今回の訓練では、情報通信訓練とあわせて災対教育

部で実施する。

建物安全確認訓練 感染症対策を考慮した避難所開設訓練

情報通信訓練

SIMフリー端末

市役所本庁舎
(災対本部)

災対本部機能維持訓練

被災した本庁舎 必要な機能を防災センターへ移転

避難所 避難所 避難所 避難所避難所

別紙


